
福県医発第 686号（地） 

令和２年６月２日 

各 医 師 会 長  殿 

福 岡 県 医 師 会 

会長 松 田 峻一良 

（公 印 省 略） 

新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 20） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について、別紙のとおり厚生労働省より取扱いが示された旨、

日本医師会より通知がありましたので取り急ぎご連絡申し上げます。 

内容といたしましては、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器

を用いた診療を行った場合の、初診料、再診料及び外来診療料に係る加算の算定について示

されております。 

つきましては、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 

なお、各適用日以降で既に請求済みの場合は取り下げて再請求可能な旨、本会より日本医

師会に確認いたしましたことを申し添えます。 

記 

問１ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その２）」

（令和２年２月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイ

ルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者

等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可

能とされた。この場合において、A001再診料に係る加算は算定可能か。 

（答）A001 再診料の注４から注７までに規定する加算又は注 11 に規定する加算について

は、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年２月 28日

から適用される。 

問２ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その３）」

（令和２年３月２日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイル

スの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等

に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002 外来診療料を算定

可能とされた。この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能か。 



（答）A002 外来診療料の注７から注９までに規定する加算については、それぞれの要件を

満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年３月２日から適用される。 

問３ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 10）」

（令和２年４月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイ

ルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特

例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000

初診料の注２に規定する 214点を算定することとされた。この場合において、初診料

に係る加算は算定可能か。 

（答）A000 初診料の注６から注９までに規定する加算については、それぞれの要件を満た

せば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年４月 10日から適用される。 

以上 



（保 88） 

令和２年６月２日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

松 本 吉 郎 

 （公印省略） 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 20） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施

設基準に係る臨時的な対応等について、添付資料のとおり厚生労働省より取扱いが示されまし

たので、取り急ぎご連絡申し上げます。 

つきましては、貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。 

＜添付資料＞ 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 20） 

（令 2.6.1 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

別　　　紙



事 務 連 絡 

令和２年６月１日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その20） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏

のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上 

御中 



（別添） 

問１ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その２）」

（令和２年２月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイル

スの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に

対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とさ

れた。この場合において、A001再診料に係る加算は算定可能か。 

（答） 

A001 再診料の注４から注７までに規定する加算又は注 11 に規定する加算については、

それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年２月 28 日から適

用される。 

 

問２ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その３）」

（令和２年３月２日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイルス

の感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対

して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002 外来診療料を算定可能と

された。この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能か。 

（答） 

A002 外来診療料の注７から注９までに規定する加算については、それぞれの要件を満

たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年３月２日から適用される。 

 

問３ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 10）」

（令和２年４月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）において、新型コロナウイル

スの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的

対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000 初診

料の注２に規定する 214点を算定することとされた。この場合において、初診料に係る

加算は算定可能か。 

（答） 

A000初診料の注６から注９までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせ

ば算定できる。なお、この取扱いは、令和２年４月 10日から適用される。 

 


